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              青森県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 

        

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に 

対する配慮に関する要請について（協力依頼） 

 

貴職におかれては、日頃より青森県行政の推進並びに新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止に御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、県内においては、新規感染症患者の発生が高止まりしており、現時点では真に

必要な方の入院はできている状況ですが、感染が更に拡大すると、重症化リスクの高い

高齢者の感染が増え、死者数の増加につながるとともに、一般医療の制限についても懸

念されるところです。 

このため、医療機関・保健所の負担を軽減し、重症化リスクの高い方が受診できるよ

う、各事業者が従業員等に陰性証明等を求めることがないよう協力をお願いします。 

やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、医療機関や保健所が発行する書

類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自ら My HER-SYS で

取得した療養証明書（ログイン後、ただちに取得可能。別添参照）等により、確認を行

うようお願いします。 

なお、青森県においては、重症化リスクが低い有症状者の方を対象として、自ら実施

した検査結果をもとに医師が診断を実施する「青森県臨時Ｗｅｂキット検査センター」

を稼働していますので、御活用願います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

【連絡先】 
 青森県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部 
 県土整備部関係窓口：監理課総務グループ 
 電 話：017-734-9639 
 ＦＡＸ：017-734-8178 
 メール：kanri@pref.aomori.lg.jp 
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有症状者が陽性となった場合の流れ（軽症者・自宅療養）
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１．医療機関を受診せず健康フォローアップセンターを活用する場合

２．医療機関を受診する場合

My HER-
SYSに登録

発生届

提出

発生届

提出

北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、長野、静岡、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、奈良、広島、山口、福岡、宮崎、沖縄で実施中。
※８月10日時点で厚生労働省において把握できたもの。順次実施されるため、自治体の最新の情報をご確認下さい。

取得方法は次頁参照
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My HER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法
～検査を実施し自治体の健康フォローアップセンター等で感染者として登録された方が表示されます～

① ② ③

①メールアドレスとパスワードを
入力し、My HER-SYSにログイン。
新規登録がお済みではない方は
新規登録からご利用ください。

②対象者が療養証明書を表示したい方の
名前になっているかを確認し、
「療養証明書を表示する」をクリック。
※日本語以外の言語には対応しておりません。

③療養証明書が表示されます。
内容を確認し、不明点等ある場合は

担当保健所までお問い合わせください。



My HER-SYSで取得した療養証明書のサンプル
自宅等で療養を開始する際に事業所等から検査の結果を証明する
書類の提出を求められた場合は、医療機関や保健所が発行する検
査の結果を証明する書類ではなく、本証明書を活用していただく
ようお願いします。
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背 景

全国と同様に、本県においてもオ
ミクロン株ＢＡ．５系統の置き換わ
りなどにより、感染拡大が進んでお
り、有症状者を診療し、検査を実施
している診療・検査医療機関の負担
軽減を図る必要がある。

事業の概要

診療・検査医療機関の負担を軽減
し、重症リスクが高い有症状の方が
受診できる体制を確保するため、重
症化リスクが低い有症状者等に対し
て薬事承認された抗原定性検査キッ
トを自宅に配送し、自ら実施した検
査結果をもとに医師が診断を実施す
る「青森県臨時Webキット検査セン
ター」を設置・運営する。

有症状者等 青森県
臨時Webキット検査センター

※詳細は、別添「青森県の今後のスキーム」参照

①Webで申し込み

②自宅へ検査
キット配送

③自身で検査実施

④結果をWebで報告

⑤【陽性の場合】
医師による診断

⑦【陽性の場合】
自宅療養等の開始

⑥【陽性の場合】
メールで連絡

重症化リスクの低い有症状者の自宅における検査体制整備

８月３日１６時開始



青森県の今後のスキーム
有症状者（症状がある濃厚接触者も含む）

重症化リスクが高い方

・60歳以上
・基礎疾患の有する方
・BMI30以上

青森県臨時Webキット検査センターへ
検査キットの申し込み（Web）

陽性

診療・検査医療機関を受診

自宅療養等を開始

引き続き感染防止
対策を徹底

（濃厚接触者の場合
は自宅待機）

医療機関から保健所に発生
届を提出

検査キットが自宅に配送される
（メール便）

陽性

重症化リスクが低い方

青森県臨時Webキット検査センターの医師が診断。本人へメールで連絡。

青森県臨時Webキット検査センターが、保健所に発生届を提出

陰性

Webを利用できない方 Webを利用できる方

陰性

自宅に届いた検査キットを使用する

青森県臨時Webキット検査センターへ、本人が報告（Webのみ）

Webを利
用できる

方

自己調達の
検査キットで
陽性の方

Webを利
用できな
い方

管轄保健
所へ連絡


